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憲
法
「
改
正
」
の
手
続
き
を
定
め
た
国
民

投
票
法
の
「
改
正
」
案
は
、
３
度
目
の
緊
急

事
態
宣
言
下
の
５
月
６
日
、
衆
議
院
憲
法
審

査
会
で
立
憲
民
主
党
が
求
め
て
い
た
国
民
投

票
の
広
告
規
制
な
ど
に
つ
い
て
修
正
を
行
っ

た
う
え
で
、
自
民
・
公
明
両
党
や
立
憲
民
主

党
な
ど
の
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
10
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
可
決
し
、

参
議
院
に
送
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
改
正
」

案
は
、
２
０
１
８
年
、
安
倍
内
閣
時
に
提
案

さ
れ
て
以
来
３
年
が
経
過
し
廃
案
寸
前
で
し

た
が
、
今
国
会
会
期
末
の
６
月
16
日
ま
で

に
成
立
す
る
運
び
に
な
り
ま
し
た
。 

 

秋
ま
で
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
選
挙
で
は
、

憲
法
「
改
正
」
も
大
き
な
争
点
の
一
つ
と
な 

       

る
で
し
ょ
う
。
各
党
が
示
す
「
改
正
」
の
是

非
や
内
容
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

で
す
。 

 

憲
法
改
正
に
は
国
民
の
承
認
が
必
要 

 
日
本
国
憲
法
は
、
先
の
大
戦
で
多
く
の
日

本
国
民
と
周
辺
隣
国
の
国
民
の
命
を
犠
牲
に

し
た
反
省
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
１
９

４
６
年
11
月
３
日
に
公
布
、
翌
47
年
５
月

３
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
憲
法
は
、
す
べ

て
の
法
律
（
刑
法
・
民
法
・
商
法
・
刑
事
訴

訟
法
・
民
事
訴
訟
法
、
お
よ
び
労
働
基
本
権

や
教
育
基
本
法
、
障
害
者
基
本
法
、
児
童
憲

章
）
の
基
礎
と
し
て
、
私
た
ち
の
基
本
的
人

権
と
平
和
を
守
る
礎
で
す
。
そ
の
最
高
法
規

だ
か
ら
こ
そ
、
「
改
正
」
手
続
き
は
厳
し
く

定
め
て
い
ま
す
。
第
96
条
【
憲
法
改
正
の

手
続
き
】
こ
の
憲
法
の
改
正
は
、
各
議
院
の

総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
で
、
国
会

が
、
こ
れ
を
発
議
し
、
国
民
に
提
案
し
て
そ

の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
承

認
に
は
、
特
別
の
国
民
投
票
又
は
国
会
の
定

め
る
選
挙
の
際
行
は
れ
る
投
票
に
お
い
て
、

そ
の
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。
と
定

め
て
い
ま
す
。 

 

国
防
軍
創
設
、
戦
争
で
き
る
国
へ 

 

自
由
民
主
党
は
、
結
党
以
来
、
現
行
憲
法

は
米
国
に
押
し
付
け
ら
れ
た
憲
法
で
あ
り
、

自
主
憲
法
制
定
を
党
是
と
し
て
「
改
正
」
の

機
会
を
自
民
党
政
権
は
虎
視
眈
々
と
狙
っ
て

き
ま
し
た
。
「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
を

自
由
民
主
党
が
２
０
１
２
年
４
月
27
日
に

決
定
し
、
内
外
に
宣
言
し
ま
し
た
。
そ
の
一

つ
に
、
「
戦
争
の
放
棄
」
を
定
め
た
第
９
条

の
一
項
と
二
項
を
修
正
し
、
さ
ら
に
三
項
を

新
設
し
「
内
閣
総
理
大
臣
を
最
高
司
令
官
と
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す
る
国
防
軍
を
保
持
す
る
」
と
戦
争
の
で
き

る
国
づ
く
り
を
推
し
進
め
て
い
ま
す
。
全
文
、

憲
法
改
正
草
案
と
現
行
憲
法
と
対
照
表
で
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
是
非
、
一
読
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。 

 

安
倍
内
閣
は
改
憲
の
集
大
成 

国
民
投
票
法
は
、
憲
法
改
正
の
際
に
行

う
国
民
投
票
の
仕
組
み
や
手
続
き
な
ど
を
規

定
し
た
も
の
で
あ
り
、
憲
法
の
施
行
か
ら

60
年
た
っ
た
２
０
０
７
年
、
第
1
次
安
倍

政
権
の
も
と
で
成
立
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
２
０
１
４
年
に
は
、
国
民
投
票
の
投

票
年
齢
を
18
歳
以
上
に
引
き
下
げ
る
こ
と

な
ど
を
定
め
た
改
正
法
が
成
立
し
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
３
年
前
の
２
０
１
８
年
6
月

に
、
自
民
・
公
明
両
党
や
日
本
維
新
の
会
な

ど
が
、
投
票
の
利
便
性
を
高
め
る
た
め
、
さ

ら
な
る
改
正
案
を
提
出
し
た
経
過
が
あ
り
ま

し
た
。 

 

国
民
投
票
最
低
投
票
率
の
定
め
な
し 

こ
の
改
正
案
に
は
、
公
職
選
挙
法
に
合
わ

せ
て
、
国
民
投
票
も
、
事
前
に
決
め
ら
れ
た

投
票
所
以
外
で
も
投
票
可
能
な
「
共
通
投
票

所
」
を
、
駅
構
内
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ

ー
な
ど
に
設
置
で
き
る
よ
う
に
す
る
他
、
船

の
上
で
の
「
洋
上
投
票
」
の
対
象
を
遠
洋
航

海
中
の
水
産
高
校
な
ど
の
実
習
生
に
も
拡
大

す
る
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
は
、
「
国
民
投
票
で
過
半
数
の
賛
成

を
必
要
と
す
る
」
と
定
め
て
あ
り
、
過
去
の

戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
の
投
票
率
を
上
げ
よ

う
と
す
る
狙
い
が
見
え
て
取
れ
ま
す
。 

さ
ら
に
、
今
の
法
律
で
は
、
テ
レ
ビ
広
告

の
費
用
に
上
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、

資
金
力
の
あ
る
政
党
や
政
治
団
体
の
主
張
が

結
果
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
広
告

規
制
は
必
要
と
思
い
ま
す
。
一
番
の
問
題
は
、

国
民
投
票
の
最
低
投
票
率
が
定
め
て
な
い
こ

と
で
す
。
最
近
の
選
挙
は
投
票
率
50
％
を

下
回
る
選
挙
も
多
く
あ
り
ま
す
。
仮
に
投
票

率
50
％
の
過
半
数
と
い
う
こ
と
は
、
有
権

者
４
人
の
内
一
人
の
賛
成
で
、
投
票
率

40
％
の
時
は
５
人
の
内
一
人
の
賛
成
で
憲

法
が
「
改
正
」
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
「
憲
法
改
正
の
手
続
き
」
を
定

め
て
い
る
国
は
、
私
は
知
り
ま
せ
ん
。 

第
９
条
の
「
改
正
」
だ
け
で
は
国
民
の
反

発
が
あ
る
こ
と
は
百
も
承
知
の
自
民
党
は
、

①
「
自
衛
隊
」
の
明
記
と
「
自
衛
の
措
置
」

の
言
及
の
他
に
、
②
国
会
や
内
閣
へ
の
緊
急

事
態
へ
の
対
応
の
強
化
、
③
参
議
院
の
合
区

の
解
消
、
各
都
道
府
県
か
ら
必
ず
一
人
以
上

選
出
へ
、
④
教
育
環
境
の
充
実
、
を
セ
ッ
ト

に
提
案
し
よ
う
と
姑
息
な
手
段
を
画
策
し
て

い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

（
は
が 

よ
し
み
） 


